
習志 野市 規 則第 ５２ 号  

○ 習 志 野 市 ポ イ 捨 て 等 及 び 生 活 環 境 が 損 な わ れ る 給 餌 の 防 止 に 関 す る 条 例

施行 規則  

（趣 旨）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 習 志 野 市 ポ イ 捨 て 等 及 び 生 活 環 境 が 損 な わ れ る 給 餌 の 防 止

に 関 す る 条 例 （ 令 和 ６ 年 条 例 第 ２ １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し

必要 な事 項 を定 める もの と す る 。  

（定 義）  

第２ 条  こ の規 則で 使 用 す る 用 語 は 、条 例 で 使 用 す る 用 語 の 例に よ る 。  

（行 動計 画 の策 定）  

第 ３ 条  市 長 は 、 条 例 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 毎 年 度 の 行 動 計 画 を 策 定 す る も の

とす る。  

２  前 項 の 行 動 計 画 に は 、 予 算 の 定 め る 範 囲 内 で 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 盛 り 込 ま な

けれ ばな ら ない 。  

(１ ) ポ イ 捨て 等 の 防止 に 関 す る 事 項  

(２ ) 生 活 環境 が 損 なわ れ る 給 餌 の 防止 に 関 する 事 項  

(３ ) そ の 他条 例 の 目的 を 達 成 す る ため の 施 策に 関 す る 事 項  

（重 点区 域 の指 定）  

第 ４ 条  条 例 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 重 点 区 域 の 指 定 は 、 期 間 又 は 時 間 帯 を 限

って 行う こ とが でき る。  

２  条 例 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 告 示 す る 事 項 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ、 それ ぞ れ当 該各 号に 定 め る 事項 と す る 。  

(１ ) 重 点 区域 を 指 定す る 場 合  次 に掲 げ る 事 項  

ア  指定 す る重 点区 域 の 名 称 及 び 範 囲  

イ  期間 又 は時 間帯 を 限 っ て 指 定 す ると き は 、 当 該 期 間 又 は 時間 帯  

ウ  指定 す る期 日  

(２ ) 重 点 区域 の 指 定を 変 更 す る 場 合  次 に 掲げ る 事 項  

ア  変更 す る重 点区 域 の 名 称  

イ  変更 す る内 容  

ウ  変更 す る期 日  



(３ ) 重 点 区域 の 指 定を 解 除 す る 場 合  次 に 掲げ る 事 項  

ア  解除 す る重 点区 域 の 名 称 及 び 範 囲  

イ  解除 す る期 日  

（環 境美 化 推進 員）  

第 ５ 条  条 例 第 １ １ 条 第 １ 項 の 環 境 美 化 推 進 員 （ 以 下 「 推 進 員 」 と い う 。 ） は 、

次の いず れ にも 該当 する 者 と し て町 会 、自 治 会 等 の 自 治 組 織（以 下「自 治 組 織」

とい う。 ） の長 の推 薦が あ っ た 者と す る 。  

(１ ) 条 例 の趣 旨 を よく 理 解 し 、 協 力的 で 熱 意の あ る 者  

(２ ) 満 １ ８歳 以 上 で市 内 に 住 所 を 有す る 者  

２  推進 員 は、 自治 組 織 に そ れ ぞ れ １名 以 上 置 く 。  

３  推進 員 の任 期は 、 １ 年 と し 、 再 任を 妨 げ な い 。  

４  推進 員 が欠 けた 場 合 の 補 欠 推 進 員の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任期 間 と す る。  

５  推進 員 は、 次に 掲 げ る 活 動 に 努 める 。  

(１ ) 清 潔 で き れ い な ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 市 か ら の 依 頼 事 項 を 自 治 組 織

に周 知す る こと 。  

(２ ) 清 潔 で き れ い な ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 自 治 組 織 の 要 望 を と り ま と め 、

市に 伝達 す るこ と。  

(３ ) 市 が 実 施 す る 清 潔 で き れ い な ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 説 明 会 等 に 出 席

する こと 。  

（き れい な まち づく りの 日 ）  

第 ６ 条  条 例 第 １ ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 き れ い な ま ち づ く り の 日 を 毎 年 ５ 月 ３ ０

日及 び１ １ 月１ 日と する 。  

（過 料処 分 ）  

第７ 条  条 例第 １４ 条 第 １ 項 の 規 定 によ る 過 料 の 処 分（以 下「 過 料 処分」と い う。）

を し よ う と す る と き は 、 そ の 相 手 方 に 対 し 、 告 知 ・ 弁 明 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ）

に よ り 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を 告 知 す る と と も に 、 弁 明 の 機 会 を 付 与 す る も の

とす る。  

２  過料 処 分は 、過 料 処分 通知 書（別 記第 ２ 号 様 式 ）を 交付 し て 行 う も のと す る 。  

３  条例 第 １４ 条第 １ 項 の 規 定 に よ り科 す る 過 料 の 額 は 、 ２ ，０ ０ ０ 円 とす る。  

４  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 条 例 第 ８ 条 の 規 定 （ 生 活 環 境 が 損 な わ れ る 給 餌 に



係 る も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に 違 反 し た こ と に よ り 条 例 第 １ ４

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 過 料 に 処 さ れ た 者 を 、 再 び 条 例 第 ８ 条 の 規 定 に 違 反 し た

こ と に よ り 条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 過 料 に 処 す る 場 合 の 過 料 の 額 は 、

１万 円と す る。  

（身 分証 明 書）  

第 ８ 条  条 例 第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 過 料 に 処 す る た め の 手 続 そ の 他 の 行 為

に 従 事 す る 職 員 は 、 身 分 証 明 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） を 携 帯 し 、 過 料 処 分 を 受 け

る者 の請 求 があ ると きは 、 こ れ を提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

（補 則）  

第９ 条  こ の規 則に 定 め る も の の ほ か必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別に 定 め る 。  

附  則  

この 規則 は 、令 和７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

 

附  則  

この 規則 は 、令 和８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



別 記 

第１号様式（第７条第１項） 

第      号  

年  月  日 

 

告知・弁明書 

住所  

氏名  生年月日     年  月  日 

連絡先  

 

習志野市長                印 

 

 あなたは、次のとおり習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止

に関する条例第８条の規定に違反し、重点区域において 

□ ごみの回収容器その他の定められた場所以外の場所への放置 

□ ごみの回収容器その他の定められた場所以外の場所への投棄 

□ ごみの定められた方法によらない処理 

□ ごみの定められた方法によらない放置 

□ ごみの定められた方法によらない投棄 

□ 生活環境が損なわれる給餌 

をし、同条例第１０条に基づく指導に従いませんでした。 

 これは、同条例第１４条第１項の規定により過料処分の対象となります。  

  

弁 明 

□ 上記のとおり認めます。 

□ 次のとおり弁明します。 

 

 

 

署  名  

違反日時 年  月  日 （ ）   午前・午後   時   分頃 

違反場所 習志野市          



 

第 ２ 号 様 式 （ 第 ７ 条 第 ２ 項 ）  

 

 

第      号  

年  月  日 

 

過 料 処 分 通 知 書  

住所  

氏名  生年月日     年  月  日 

連絡先  

 

習志野市長                印 

 

 あなたは、次のとおり習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止

に関する条例第８条の規定に違反し、重点区域において、 

□ ごみの回収容器その他の定められた場所以外の場所への放置 

□ ごみの回収容器その他の定められた場所以外の場所への投棄 

□ ごみの定められた方法によらない処理 

□ ごみの定められた方法によらない放置 

□ ごみの定められた方法によらない投棄 

□ 生活環境が損なわれる給餌 

をし、同条例第１０条に基づく指導に従いませんでしたので、同条例第１４条第１項

及び習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例施

行規則第７条第３項の規定により金２，０００円の過料に処します。 

 

違反日時 年  月  日（ ）   午前・午後   時   分頃 

違反場所 習志野市          

 別途納入通知書又はこの場で現金によりお支払いください。 

 

（教示） 



第 ３ 号 様 式 （ 第 ８ 条 ）  

(表 )  

  

第       号  

身 分 証 明 書  

 

所  属  

氏  名  

  

写 真  

  年    月    日 生  

 

 上 記 の 者 は 、 習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条

例第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 過 料 に 処 す る た め の 手 続 そ の 他 の 行 為 を 行

う 職 員 で あ る こ と を 証 明 す る 。  

          年   月   日 発 行  

習 志 野 市 長                印  

 

(裏 )  

習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例(抜 粋 ) 

（ 禁 止 行 為 ）  

第 ８ 条  市 民 等 は 、 ポ イ 捨 て 等 及 び 生 活 環 境 が 損 な わ れ る 給 餌 を し て は な ら

な い 。  

（ 重 点 区 域 の 指 定 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 ポ イ 捨 て 等 及 び 生 活 環 境 が 損 な わ れ る 給 餌 を 重 点 的 に 防

止 す る こ と が 必 要 と 認 め ら れ る 公 共 の 場 所 を 重 点 区 域 と し て 指 定 す る こ と

が で き る 。  

以 下  略  

（ 指 導 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 第 ７ 条 又 は 第 ８ 条 の 規 定 に 違 反 し た 者 に 対 し 、 必 要 な 指

導 を す る こ と が で き る 。  

（ 過 料 ）  

第 １ ４ 条  第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 重 点 区 域 に お い て 第 ８ 条 の 規

定 に 違 反 し た 者 で あ っ て 、 第 １ ０ 条 の 指 導 に 従 わ な い も の は 、 １ 万 円 以 下

の 過 料 に 処 す る 。  

２  市 長 は 、 過 料 に 処 す る た め の 手 続 そ の 他 の 行 為 を 市 長 の 指 定 す る も の

に 行 わ せ る こ と が で き る 。  



別記 第１ 号 様式 （第 ７ 条 第 １ 項 ）  

第２ 号様 式 （第 ７条 第 ２ 項 ）  

第３ 号様 式 （第 ８条 ）  

 


